
 

令 和 ８ 年 度 
 

 

十 日 町 市 

   中小企業向け制度融資のご案内 
   

十日町市では、中小企業者の皆さまが経営基盤強化や経営の健全化に必要な資金を有利な条件で

資金調達できるよう、下記種制度融資をご用意しています。 

 

● 制度融資の利点 

① 低金利・固定金利……長期返済でも安心してお使いいただけます。 

② 多数の制度をご用意……様々な状況、ニーズに対応できます。 

③ 信用保証料の補給 

新潟県信用保証協会に支払う信用保証料を、市が半額補給します。（信用保証付融資を利用

する場合のみ。） 

※新潟県信用保証協会は、中小企業の資金調達を容易にするために、法律に基づいて設立され

た公的機関です。 

※一部の資金で取り扱いが異なります。 

④ 利子補給金の交付 

借入残高の１％を利子補給金として交付する制度があります。（一部資金のみ。） 

 

  ●融資の申込みについて 

    ・金融機関と市産業政策課で審査を行うため、ご利用希望の際はできるだけお早めにご相談く

ださい。事前相談、お申込みは取扱金融機関で受付けています。 

    ・保証人や担保については、取扱金融機関とご相談ください。 

    ・申請書類は取扱金融機関及び市産業政策課にあります。 

 

 ● 取扱金融機関 

第四北越銀行、大光銀行、新潟縣信用組合及び魚沼農業協同組合の市内各支店（第四北越銀行

津南支店、魚沼農業協同組合本店を含む） 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

＜お問合わせ先＞ 

十日町市役所 産業観光部 産業政策課 

〒948-8501 十日町市千歳町３丁目３番地 

TEL:025-757-3139 FAX:025-752-4635 

E-mail t-sangyo@city.tokamachi.lg.jp 

 

● 信用保証料補給について 

新潟県信用保証協会の信用保証制度を利用する際には「信用保証料」が別途必要です。以下のとおり信用

保証料を市が補給しています。市が補給する金額を差し引いた金額を、新潟県信用保証協会にお支払いいた

だくことになります。（一部の資金で申請及び補給方法が異なりますので、市にご確認ください。） 

制 度 名 貸付額 補給割合 

十日町市新規創業支援資金 2,500万円以下 

50％ 

十日町市地方産業育成資金 1,000万円以下 

十日町市中小企業振興資金 1,000万円以下 

十日町市経済景気対策特別資金 2,000万円以下 

十日町市小売商業等近代化資金 3,000万円以下 

十日町市企業設置資金 
5,000万円以下（5000万円超えの場

合は、5,000万円相当分） 

十日町市企業投資資金 
5,000万円以下（5000万円超えの場

合は、5,000万円相当分） 

商工貯蓄共済融資 

（斡旋融資制度、小口融資制度） 
2,000万円以下 

新潟県ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ資金  

 

○経営支援枠  

5,000万円以下  第１項―ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証５号対応要件 

 第４項―自然災害要件 3,000万円以下 

  第７項―米国関税対策要件 3,000万円以下 

  第８項―米価高騰対策要件 3,000万円以下 

新潟県小規模企業支援資金 2,000万円以下 

新潟県事業承継資金 5,000万円以下 

   ※新潟県信用保証協会及び信用保証制度については下記にお問い合わせください。 

新潟県信用保証協会長岡支店 TEL：0258-35-5714 

● 利子補給金の交付について 

「企業設置資金」、「企業投資資金」をご利用の方に、借入年度を初年度として、年度末借入残高の１％

を限度に、３年間（企業設置資金は５年間）交付します。申請時期が到来した際に、市産業政策課から

手続きのご案内をします。 

●納税証明書の取得に関するご案内 

制度融資のお申込みには、市税の納税証明書が必要です。市税を納付された記録は納付をされてから

最速でも４営業日を経過しないとシステムで確認ができません（口座振替も含む）。市外の金融機関で納

付された場合、確認できるまでにさらに日数を要します。システムで確認できる前に納税証明書の取得

を希望される場合、市税の領収証書又は口座振替の記録を記帳した通帳をお持ちの上、市役所又は各支

所窓口へお越しいただく必要があります。詳しいは当市税務課管理収納係（TEL:025-757-3113（直通））

へお問い合わせください。 



 

 

  

 

 


